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労働基準監督官
Labour Standards Inspector
Recruitment exam 2024

採用試験2024

インターネット  
申し込み

令和6年

2 ⁄22（木）
～3 ⁄25（月）

7⁄9（火）
～7⁄12（金）5 ⁄26（日） 6 ⁄18（火） 8 ⁄13（火）

第1次試験
合格者発表日

最終
合格者発表日 勤務を

希望する
労働局で
採用面接 

第1次試験 第2次試験

採用試験募集要項
試験日程

第1次試験

専門試験(多肢選択式)

第1次試験地

厚生労働省ホームページ(労働基準監督官採用試験情報)で、
労働基準監督官の情報を掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/kantokukan.html

労働基準監督官採用試験 検索

申込先 所在地

スマホからも
簡単アクセス

TEL
011-788-6959
019-604-3001
022-299-8833
018-862-6681
048-600-6200
03-3512-1600
025-288-3500
052-972-0251
076-265-4420
075-241-3211
06-6949-6482
0852-20-7005
082-221-9241
087-811-8915
089-935-5200
092-411-4861
096-211-1701
099-223-8275
098-868-4003

札幌市
盛岡市
仙台市
秋田市
さいたま市
東京都
新潟市
名古屋市
金沢市
京都市
大阪市
松江市
広島市
高松市
松山市
福岡市
熊本市
鹿児島市
那覇市

北海道労働局
岩手労働局
宮城労働局
秋田労働局
埼玉労働局
東京労働局
新潟労働局
愛知労働局
石川労働局
京都労働局
大阪労働局
島根労働局
広島労働局
香川労働局
愛媛労働局
福岡労働局
熊本労働局
鹿児島労働局
沖縄労働局

〒060-8566
〒020-8522
〒983-8585
〒010-0951
〒330-6016
〒102-8305
〒950-8625
〒460-8507
〒920-0024
〒604-0846
〒540-8527
〒690-0841
〒730-8538
〒760-0019
〒790-8538
〒812-0013
〒860-8514
〒892-8535
〒900-0006

札幌市北区北八条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎
仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎
秋田市山王7-1-3 秋田合同庁舎
さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー
東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎
新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館
名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館
松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館3階
松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎
福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館
熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟
鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎
那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館

専門試験(記述式)

基礎能力試験(多肢選択式)
※A区分・B区分共通

受験資格 試験の程度 採用予定者数
◆平成6年4月2日～平成15年4月1日生まれの者
◆平成15年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの

◆知能分野27題 (文章理解 [11]、 判断推理 [8]、 数的推理 [5]、 資料解釈 [3]) 
◆知識分野13題 (自然・人文・社会 [13] (時事を含む。))

◆必須問題12題 (労働法 [7]、 労働事情 [5])
◆選択問題36題中28題 (憲法、行政法、民法、刑法 [16]、経済学、 
労働経済・社会保障、 社会学[20]) 

◆必須問題8題 (労働事情 [8]) 
◆選択問題38題中32題 (工学に関する基礎 
　（工学系に共通する基礎としての数学、物理、化学）[38]) 

◆労働法1題、 労働事情1題

◆必須問題1題(工業事情)
◆選択問題 3~5題中1題 
(工学に関する専門基礎)

◆大学卒業程度 ◆労働基準監督A (法文系) 
約170名 

◆労働基準監督B (理工系) 
約40名

①大学を卒業した者及び令和7年3月までに大学を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認める者

労基
A

労基
B

労基
A

労基
B

（2023年度採用試験実績。今年度採用試験については、令和６年２月１日に人事院から公表される予定です。）


